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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年5月16日(2013.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一剛性体と、第二剛性体と、前記第一剛性体と前記第二剛性体との間に配設される弾
性体と、前記弾性体を囲繞する拘束体とを備え、
　前記拘束体と前記弾性体との間には、隙間が設けられており、
　前記拘束体と何れかの剛性体で構成される前記弾性体を収納するポット部の容積に対す
る前記隙間の隙間容積率は、０．２８～５．０１％であり、
　所定以上入力されると、前記拘束体は、変形した前記弾性体が当接及び／又は圧接され
、前記弾性体の変形を拘束することを特徴とする支承装置。
【請求項２】
　前記隙間の隙間容積率の最小値は、下記（１）式を満たすことを特徴とする請求項１に
記載の支承装置。
　σｍｉｎ＝０．３６ｌｏｇ（Ｗｍａｘ）－１．９２±０．０５・・・（１）
　ここで、Ｗｍａｘは、最大許容荷重［ｋＮ］を示し、σｍｉｎは、隙間容積率［％］を
示している。
【請求項３】
　最大許容荷重が５００ｋＮの場合、前記隙間容積率は、０．２８～５．０１％であるこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の支承装置。
【請求項４】
　前記隙間容積率は、１．２０～３．５４％を満たすことを特徴とする請求項３に記載の
支承装置。
【請求項５】
　最大許容荷重が１０００ｋＮの場合、前記隙間容積率は、０．５３～３．３２％である
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の支承装置。
【請求項６】
　前記隙間容積率は、０．７６～２．８３％であることを特徴とする請求項５に記載の支
承装置。
【請求項７】
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　最大許容荷重が３０００ｋＮの場合、前記隙間容積率は、０．９３～４．９７％である
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の支承装置。
【請求項８】
　前記隙間容積率は、０．９９～２．９３％であることを特徴とする請求項７に記載の支
承装置。
【請求項９】
　最大許容荷重が１００００ｋＮの場合、前記隙間容積率は、１．３６～４．００％であ
ることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の支承装置。
【請求項１０】
　前記隙間容積率は、１．６２～２．６８％であることを特徴とする請求項９に記載の支
承装置。
【請求項１１】
　前記弾性体は、前記第一剛性体と前記第二剛性体と前記拘束体とによって囲繞されて略
密閉状態とされ、
　前記弾性体への荷重の増大に伴って、より高度な密閉状態へと変化することを特徴とす
る請求項１－１０の何れかに記載の支承装置。
【請求項１２】
　前記弾性体は、弾性層と補強板とが積層された積層構造で構成されていることを特徴と
する請求項１－１１の何れかに記載の支承装置。
【請求項１３】
　前記弾性体の側面又は前記拘束体の拘束面には、前記補強板の位置又は前記補強板の間
の位置の一方に凸部又は凹部を形成し、他方に凹部又は凸部を形成することを特徴とする
請求項１２に記載の支承装置。
【請求項１４】
　前記弾性体は、単層の弾性層で構成されていることを特徴とする請求項１－１１の何れ
かに記載の支承装置。
【請求項１５】
　前記弾性体の側面又は前記拘束体の拘束面には、凸部及び／又は凹部が形成されること
を特徴とする請求項１４に記載の支承装置。
【請求項１６】
　前記凸部又は凹部は、前記弾性体の側面又は前記拘束体の拘束面の周回り方向に連続及
び／又は断続的に形成されていることを特徴とする請求項１３又は１５に記載の支承装置
。
【請求項１７】
　前記弾性体の前記凸部が前記拘束体の拘束面に当接することを特徴とする請求項１３，
１５，１６の何れかに記載の支承装置。
【請求項１８】
　前記拘束体は、前記第一剛性体と一体的に設けられていることを特徴とする請求項１－
１７の何れかに記載の支承装置。
【請求項１９】
　前記拘束体は、前記第二剛性体と一体的に設けられていることを特徴とする請求項１－
１７の何れかに記載の支承装置。
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